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非化石証書の種類
 非化石証書は、FIT非化石証書（再エネ指定）、非FIT非化石証書（再エネ指定、指定無
し）の３種類が存在。

 FIT非化石証書の売上はFIT賦課金の低減に、非FIT非化石証書の売上は非化石電源の設
備投資等の非化石電源の利用促進に充てていくこととされている。

再エネ指定 指定無し

FIT非化石証書 非FIT非化石証書 非FIT非化石証書

対象電源
FIT電源

（Ex. 太陽光、風力、小水力、バイオマス、地熱）
非FIT再エネ電源

（Ex.大型水力、卒FIT等）
非FIT非化石電源

(Ex.原子力等)

証書売手 低炭素投資促進機構※（GIO） 発電事業者 発電事業者

証書買手 小売電気事業者 小売電気事業者 小売電気事業者

最低価格 1.3円/kWh － －

最高価格 4円/kWh 4円/kWh 4円/kWh

価格決定
方式

マルチプライスオークション シングルプライスオークション シングルプライスオークション

FIT非化石証書の
取引スキームイメージ

非FIT非化石証書の
取引スキームイメージ

※電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法（FIT法）に基づく費用負担調整機関
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11月の非化石証書のオークションの結果

 本年11月にFIT非化石証書のみならず、非FIT非化石証書の初回オークション取引が開始。再
エネ指定なし、再エネ指定はそれぞれ、kWhあたり1.10円、1.20円の約定価格となった。なお、
FIT証書については、2019年度の開催分の総約定量を超える取引量となった。

項目
非FIT非化石証書
再エネ指定なし

非FIT非化石証書
再エネ指定

【参考】
FIT非化石証書

①
約定処理日

(価格決定日) 11月11日 11月12日 11月13日

② 約定量(百万kWh) 1,247 631 509

③ 約定価格(円/kWh) 1.10 1.20 ※1.30

④
約定総額(百万円)

(=①×②) 1,371 757 661

⑤ 入札会員数 32 34 59

⑥ 約定会員数 14 18 59

※FIT非化石証書ではマルチプライスオークションを採用しているため、価格は約定加重平均価格を記載している。



【参考】高度化法における非化石電源比率の推移
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 昨年度提出された達成計画に基づき2017年度、2018年度の非化石電源比率の実績値と
2019年度の非化石電源比率の実績値の比較を行った。

 対象事業者全体の非化石電源比率は、2017年度18%、2018年度23%に対し、2019年度
は24%となった。

 過年度同様、大半の事業者が非化石電源比率は15%未満であるが、35%以上の非化石電
源比率の事業者は、18年度対比で1社増加の計4社となった。

事業者全体の非化石電源比率

非化石電源種別 2017年度 2018年度 2019年度

水力

原子力

新エネルギー等

非化石証書等
（余剰非化石電気相当量を含む）

8%

3%

1%

6%

7%

6%

1%

9%

7%

6%

1%

10%

合計 18% 23% 24%

対象事業者の非化石電源比率の分布

非化石電源比率 2017年度 2018年度 2019年度

40%～ 0 2 2

35%～40% 0 1 2

30%～35% 1 1 0

25%～30% 3 1 1

20%～25% 3 3 3

15%～20% 1 1 3

10%～15% 8 14 25

5～10% 30 36 25

合計 46 59 61

令和2年9月 第42回制度検
討作業部会より抜粋
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制度利用者からの声

環境価値としての
非化石価値
の需要

 コロナから起因するところもあるのか、今年6月頃よりテナントに入居する企業からグリーン電力の要望が増えており、
環境に対する意識が変わったような気がする。依頼が来ている業界で言えば、外資系証券会社、国内証券会
社、IT、外資系コンサル、大手アパレル企業、半導体企業等。

 環境価値を有する電力を望む声が多くあり、(ある一エリアにおける電力供給全てを）非化石証書を活用して行
うプロジェクトを検討している。

付加価値としての
評価

制度内容への
評価

 非化石証書を電気と組み合わせて供給をうけるという点で、需要家からよくわからないという声が非常に多い。
 需要家が非化石価値という環境価値を自らがコストを負担して独自取得しているという個別性(特定性)が見え
にくい。証書といえども、それがモノとして示されないゆえ、本当に需要家が取得できたものか感じにくいと。それゆえ、
付加価値として提供しても理解を得るのに時間がかかる。

 RE100に活用できるという点を踏まえれば、今後のトラッキング制度の中で、より強くトレーサビリティーを求めるよ
うなトラッキング制度にしていくべきと考えているが、エネ庁側はどのような方向性をもっているのか気になるところ。

 国の中で環境価値の制度が複数存在しており(民間制度含め)、海外に展開している同社としても対外的(特に
海外の投資家や国際的なイニシアティブ)にどのようにアピールすればよいか、対応に苦慮している。

 環境価値に対する需要は間違いなく増えているが、コストを丸々負担する需要家もなかなかいないゆえ、最初は
例えば、環境価値の1.3円を折半して半分だけ負担するような対応もしている。

 需要家は再エネメニューを提供している先であれそうでない先であれ、非化石価値等環境価値のついたメニューを
提供できないか見積もりの依頼を聞いている状況。そういった中でも、事業者と需要家では、価格面での目線が
全く異なるために、なかなか折り合いがついていないところにあると思う。

 環境に配慮した電気を調達しているが、コストは悩みの種。卒FIT電気で7円/kWh程の調達費用であるなかで、
これに再エネ賦課金、非化石証書費用もオントップされるとなると、コストもばかにならない

 本年度より小売営業における非化石証書の利用状況や需要家の視点から見た制度に対する意見
を継続的にヒアリング中。以下はヒアリングにおける主な内容。
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【参考】 料金転嫁に関する第36回制度検討作業部会の意見内容について
ご意見の内容
 非化石証書の購入費用については、これを料金にどう転嫁するのかという問題。特に規制料金の方で機動的に上げられないと、小売事業者が飲み込んでしま

うことになり経営に大きな影響がある。しっかり検討して頂いた方が良いかと思う。
 規制料金以外の小売価格（自由料金）は、基本的に市場メカニズムで決まるはずなので、どれだけ上げろとか、そういうようなことは、そもそも入る余地があまり

なく、ガイドラインぐらいしか難しいというのは確かにそのとおり。非化石を大量に持っている事業者が発電部門の利益を得たとしても、小売部門のコストは他の事
業者と同様に上がるはず。つまり、両方兼ねている事業者の機会費用を考えれば他の事業者と同様に限界費用が上がるはずだから自然にコストは上がり、非
化石を普及させるコストは消費者にある程度負担して下さいというのが元々制度趣旨というのを踏まえると、自然体なら上がるはず。

 経過措置料金に関しては、恐らく、考え方としては、限界費用が上がったんだから、とりあえず、今までの考え方は置いといて、市場価格をベースにすればこれぐら
い上がって当然ですよね、これぐらいまでの値上がりであったら、もう査定しないで下さいという格好で、エネ庁がイニシアチブをとって、そういう制度を作るのが一番
強烈な転嫁と思う。変分改定を認めるというのが次のもの。どのあたりのことをやるのかというのは、これから議論していかなければいけないと思う。自由料金のところ
ほど簡単ではないということは、ある程度考える必要がある。
また、託送料金改革にも触れられていたが、託送料金の方は、託送料金の中できっちりその妥当性が確認されているので、小売の方でも自動的に値上げしてい
いのではないかという理屈。同じ理屈がこちらの方でも使えるのかというは少々疑問。

 電力事業者に非化石電源比率を高めてもらい、社会全体を低炭素化へ持って行くということ。なんらかの形で小売の料金にコストが載っていくことが望ましいので
あろうとは思う。但し、やり過ぎてしまうと、独禁法の懸念もなきにしもあらずというのはあると思う。事業者の要望は、きちんと顧客に説明できるようにしてほしい、と
いう点と理解。何らかの方法で事業者が転嫁し易い方向へ形を作ってあげるのが重要かと。

 現実の問題として、小売事業者としては、本来、需要家が負担するべきものを自分たちが需要家にかわって負担してしまうということは避けたいと考えるのは、当
然かと思う。その問題に関しては、本来は費用を誰が負担するかという問題ではなくて、理想を言えば、非化石価値の重要性を、私たち電力の需要家一人一
人がどう考えるのかという問題かと思う。私たち一人一人が非化石価値の重要性を認めるということであれば、いわば、全員が、みずから喜んで負担すべきですか
ら、そのような世界をどのようにつくっていくのか、ということが大切。そうでないと、いつまでたっても、非化石価値を高める仕組みが自ら回っていかない。もちろん、短
期的に入り口の時点では、費用負担の問題になるわけですけれども、長い将来においては需要家全員がみずから負担するようになっていくという方向で、我々が
どのように取り組んでいくのかということは、これからも考え続けていかなければならない。

 官と事業者が協力して需要家に理解を求めていく。そもそもの趣旨、非化石価値の重要性等について理解を求めて、需要家がそれを評価した上で、受け入れ
る、そういう形をつくり出していくことに賛成。経過措置料金については、新電力から経過措置料金の機動的な転嫁がされない可能性について懸念が示されると
いう奇妙な構造になっているが、経過措置料金の趣旨に立ち返って議論を進めて頂きたい。

 価格転嫁を可能する環境整備ということで、機動的な規制料金の改定手続きをお願いしたい。大手電力が機動的に転嫁できないと新電力にも影響がある。
是非具体的な検討に移って頂きたい。

 単に転嫁するのではなく、お客さんにその価値を理解頂くことが重要だと思っている。RE100などを背景に、少しずつそうしたニーズが広がっているとは認識している。
ただ、中間目標の設定によって9％の購入が求められるわけだが、お客様の非化石価値の理解度と、その目標とが合っていないと認識している。

 小売事業者が継続的に事業を行っていくためには転嫁が重要。規制料金の迅速な転嫁と、需要家への説明性の観点が重要。迅速な転嫁については是非第
1フェーズからできると有難い。需要家への説明性についてはGLなどの作成もご検討頂ければ。

令和元年12月
第37回制度検討作業部会より抜粋


